
２０２４年１月 

お 客 様 各 位 

遠軽信用金庫 

 

「ことら送金サービス」の取扱開始に伴う各取引規定の改定及び制定について 

 

平素より、当金庫をご利用いただき、厚くお礼申しあげます。 

さて、当金庫では２０２４年２月から「ことら送金」及びスマホ決済サービス「Bank 

Pay」の取り扱いを開始いたします。 

本サービスの開始に伴い、下記のとおり、「当座勘定規定（一般用）」、「当座勘定規定（専

用約束手形口用）」、「デビットカード取引規定」及び「通帳アプリ口座 アプリ利用規約」

の改定並びに「Bank Pay取引規定」を制定いたします。 

なお、改定後の規定は、改定日以前からお取り引きいただいているお客様にも適用させて

いただきますので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

記 

１．当座勘定規定（一般用、専用約束手形口用） 

（１）改定日 

２０２４年２月２１日 

（２）改定内容 

「ことら送金」の取扱開始に伴い、営業時間外であっても、個人名義の当座預金への

入金が可能となりました。 

（３）改定後の規定 

改定後の規定は、下線部分をクリックしてご確認ください。 

① 当座勘定規定（一般用） 

② 当座勘定規定（専用約束手形口用） 

２．デビットカード取引規定 

（１）改定日 

２０２４年１月２９日 

（２）改定内容 

「Bank Pay」アプリの取扱開始に伴い、キャッシュアウトサービスの追加及び同アプ

リの「ことら税公金サービス」により、お取引口座から引き落としのうえ、地方公共団

体等への公金納付が可能となりました。 

注１、キャッシュアウトサービスとは、キャッシュアウトサービスに対応する加盟店

のレジ等で現金を引き出しすることができるサービスです。従来の J-Debitの利用

と同様にお手持ちのキャッシュカードで、キャッシュアウト加盟店に設置されてい

る端末でカードを読み取り、暗証番号を入力する方法でご利用いただけます。 

 

https://www.shinkin.co.jp/engaru/pdf/important/touza-ippan-kotora.pdf
https://www.shinkin.co.jp/engaru/pdf/important/touza-senyou-kotora.pdf


注２、現在「ことら税公金サービス」は、開始しておらず、お取引が可能となった場

合は、当金庫ホームぺージにてお知らせさせていただきます。 

（３）改定後の規定 

改定後の規定は、下線部分をクリックしてご確認ください。 

デビットカード取引規定 

３．通帳アプリ口座 アプリ利用規約 

（１）改定日 

２０２３年８月１４日 

（２）改定内容 

「サービス内容等」に「各種ウェブサイト・アプリ等へのリンク」を追加するほか、

「免責事項」に関連する条文を追加しました。 

（３）改定後の規定 

通帳アプリ口座の画面にてご確認お願い致します。 

４．Bank Pay取引規定 

（１）制定日 

２０２４年２月２１日 

（２）制定内容 

「Bank Pay」アプリを利用するにあたり、取引に係る内容を規定しました。 

（３）制定後の規定 

制定後の規定は、下線部分をクリックしてご確認ください。 

Bank Pay取引規定 

 

～ご不明な点がございましたら当金庫窓口までお問い合わせください。～ 

 

以 上 

https://www.shinkin.co.jp/engaru/pdf/important/debit-kotora.pdf
https://www.shinkin.co.jp/engaru/bankpay.html

